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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出器と、該検出器の向きを可変可能に支持する支持部材と、該支持部材を駆動して前
記検出器の向きを可変させる駆動部材と、を有する測定装置であって、
　前記駆動部材は、自らの支承部によって回動および傾倒可能に支持された前記支持部材
に当接して該支持部材を回動させる回動部と前記支持部材を傾倒させる傾倒部とを有し、
　前記支持部材は、前記傾倒部としての傾倒カムが当接する傾倒当接部を有していること
を特徴とする測定装置。
【請求項２】
　前記支持部材は、前記回動部としての回動カムが当接する回動当接部を有していること
を特徴とする請求項１に記載の測定装置。
【請求項３】
　前記支承部は、回動および傾倒が可能な支点であって、前記支承部と前記傾倒当接部が
前記傾倒カムに係合する係合部とを通る直線が、径方向にのみ移動可能に前記支持部材を
ガイドするガイド部を有し、該ガイド部によって前記支持部材が前記傾倒カムの回動に伴
って径方向に移動し、前記支持部材が傾倒することを特徴とする請求項１に記載の測定装
置。
【請求項４】
　前記ガイド部を有するケース体に、前記支承部を支持する支持部を形成し、前記支持部
材を回動および傾倒が可能に支持させたことを特徴とする請求項３に記載の測定装置。
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【請求項５】
　前記傾倒カムは溝カムであって、該溝カムによって前記傾倒当接部の径方向の位置が規
制されることを特徴とする請求項３に記載の測定装置。
【請求項６】
　前記回動部としての回動カムと前記傾倒部としての傾倒カムとは、共にカム部材の同一
平面に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の測定装置。
【請求項７】
　前記カム部材は回動可能に構成され、該カム部材の回動中心の内側に傾倒カムを配設す
るとともに外側に回動カムを配設したことを特徴とする請求項６に記載の測定装置。
【請求項８】
　前記支持部材を前記支持部に付勢する付勢手段を有していることを特徴とする請求項４
に記載の測定装置。
【請求項９】
　前記支持部材は、前記付勢手段とは異なるフリクション機構を介して支持部に支持され
ていることを特徴とする請求項８に記載の測定装置。
【請求項１０】
　前記支承部は球面であり、前記支持部は前記支承部と係合可能な結合凹部であることを
特徴とする、請求項４または請求項８に記載の測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は測定装置に関するものであり、詳しくは、センサや撮像装置による熱画像を用
いた輻射温度検出を行うことができる測定装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、各種センサや撮像装置などといった検出器の向きを切り替えることができる測定
装置が知られている。たとえば、特許文献１には、赤外線アレイセンサが形成された回転
部の回転軸とステッピングモータとが機械的に接続され、この回転部が回転軸周りに回転
可能に構成されている。このような構成によれば、回転軸を回転させることにより赤外線
アレイセンサが形成された回転部が回転するから、回転部の回転方向の広範囲にわたって
輻射温度検出を行うことができる。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載の構成では、赤外線アレイセンサは回転動作しか許容
されておらず、回転方向に直交する方向に移動させることができない。このため、赤外線
アレイセンサの回転方向に直交する方向の測定範囲が小さく、充分に測定を行うことがで
きないという問題点を有する。
【０００４】
　回転方向と直交する方向への測定範囲を確保する構成としては、たとえば特許文献２に
開示される構成がある。特許文献２には、複数の焦電型熱検出素子を、回転方向に直角な
方向に直列的に配設する構成が開示されている。このような構成によれば、焦電型熱検出
素子群を回転させることにより、回転方向に広範囲にわたって測定を行うことができると
ともに、焦電型熱検出素子群の配列方向にも測定範囲を拡げることが可能となる。しかし
ながら特許文献２に記載の構成では、複数の焦電型熱検出素子が必要となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平５－１９５４号公報
【特許文献２】特開平６－９４５３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
上記実情に鑑み、本発明が解決しようとする課題は、複数の検出素子を用いることなく
、測定範囲を確保することができる測定装置を提供すること、または、複数の検出素子を
用いることなく、回転方向および回転方向に直交する方向への測定範囲を確保することが
できる測定装置
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するため、本発明は、検出器と、該検出器の向きを可変可能に支持する
支持部材と、該支持部材を駆動して前記検出器の向きを可変させる駆動部材と、を有する
測定装置であって、前記駆動部材は、自らの支承部によって回動および傾倒可能に支持さ
れた前記支持部材に当接して該支持部材を回動させる回動部と前記支持部材を傾倒させる
傾倒部とを有し、前記支持部材は、前記傾倒部としての傾倒カムが当接する傾倒当接部を
有していることを要旨とするものである。なお、駆動部材は、必ずしも一部材によって形
成する必要はない。すなわち、回動部が形成された部材と傾倒部が形成された部材との２
部材により形成してもよい。このように、傾倒部として傾倒カムを採用し、支持部材の傾
倒当接部により支持部材を傾倒させることで、支持部材を簡略な構成により傾倒させるこ
とができる。
【０００９】
　前記支持部材は、前記回動部としての回動カムが当接する回動当接部を有していること
が好ましい。このように、回動部として回動カムを採用し、支持部材の回動当接部により
支持部材を回動させることで、支持部材を簡略な構成により回動させることができる。
 
【００１０】
　前記支承部は、回動および傾倒が可能な支点であって、前記支承部と前記傾倒当接部が
前記傾倒カムに係合する係合部とを通る直線が、径方向にのみ移動可能に前記支持部材を
ガイドするガイド部を有し、該ガイド部によって前記支持部材が前記傾倒カムの回動に伴
って径方向に移動し、前記支持部材が傾倒することが好ましい。このように構成すると、
ガイド部によって、支承部と傾倒当接部が傾倒カムに係合する係合部とを通る直線が、径
方向にのみ移動可能で、それ以外の方向への移動を阻止することができるので、支持部材
が傾倒カムの回動に伴い共回りを防止するとともに径方向にスムーズに移動させることが
できる。
【００１１】
　前記ガイド部を有するケース体に、前記支承部を支持する支持部を形成し、前記支持部
材を回動および傾倒が可能に支持させたことが好ましい。
【００１２】
　前記傾倒カムは溝カムであって、該溝カムによって前記傾倒当接部の径方向の位置が規
制されることが好ましい。このように、傾倒当接部は溝カムによって径方向の位置が規制
されるとともに、ガイド部によって径方向にのみ移動が可能に構成されるので、溝カムと
ガイド部とによって傾倒当接部の径方向と周方向における位置が規制され、支持部材を確
実に傾倒させることができる。
【００１３】
　前記回動部としての回動カムと前記傾倒部としての傾倒カムとは、共にカム部材の同一
平面に形成されていることが好ましい。このように回動カムと傾倒カムとを同一平面に形
成することにより、軸方向への短縮化が図れる。
【００１４】
　前記カム部材は回動可能に構成され、該カム部材の回動中心の内側に傾倒カムを配設す
るとともに外側に回動カムを配設した構成であることが好ましい。このように構成すると
、測定装置として例えば家庭内の居室の温度センサに適用される場合、居室の垂直方向（
奥行き方向）と水平方向とでは測定範囲が異なっており、水平方向の方が測定範囲が広い



(4) JP 5564196 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

ときには、測定範囲が広い方を、支持部材が回動カムにより駆動された側で測定するよう
にすれば、回動カムは傾倒カムより駆動量が大きいので、位置精度を向上させることがで
きる。
【００１５】
　前記支持部材を前記支持部に付勢する付勢手段を有していることが好ましい。このよう
に構成すれば、付勢手段により支持部材と支持部とを常に当接させて支持部材を回動また
は傾倒させることにより、円滑な動作を実現させることができる。しかも、付勢手段によ
り支持部材の意図しない回転を抑制することができる。ここで意図しない回転とは、回転
動力源から伝達される回転動力以外による回転をいうものとする。例えば、回転動力源以
外の外力による回転や、検出器の支持部材の慣性による回転などが挙げられる。
【００１６】
　前記支持部材は、前記付勢手段とは異なるフリクション機構を介して支持部に支持され
ていることが好ましい。このように構成すると、付勢手段とは異なるフリクション機構を
有しているので、支持部材の意図しない回転を抑制するために必要な負荷を考慮して付勢
手段の付勢力を設定する必要がなく、付勢手段の付勢力を最小にすることができる。した
がって、支持部材の支持部に対する付勢力を最小にすることにより、摺動ロスを抑制し、
摺動部の耐久性、駆動部材を駆動する駆動源の駆動力を小さくすることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、検出器を支持する支持部材が、傾倒カムによって回転出力軸に直交す
る方向へ傾倒することができる。したがって、検出器を支持する支持部材を回転させるだ
けの構成に比較して、測定範囲を広くすることができる（回転方向に直交する方向にも測
定範囲を拡げることができる）。また、単一の検出器を用いる構成であっても、回転方向
に直交する方向に測定範囲を拡げることができるから、複数の検出器を備える構成としな
くとも、測定範囲を拡げることができる。また、傾倒カムの形状を変えることで、検出器
の軌跡を様々に変えることができ、測定範囲を拡げることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第一実施形態にかかる測定装置の要部の構成を、模式的に示した分解斜
視図である。
【図２】カム部材の構成を模式的に示した図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は外観斜視
図である。
【図３】ケーシングの構成を模式的に示した外観斜視図である。
【図４】検出器の支持部材の傾倒当接部と、ケーシングの内部に形成されるガイド部と、
カム部材の傾倒カム（溝カム）との係合関係を、模式的に示した斜視図である。
【図５】本発明の第一の実施形態にかかる測定装置の動作を模式的に示した平面図である
。
【図６】本発明の第一の実施形態にかかる測定装置の動作を模式的に示した平面図である
。
【図７】本発明の第一の実施形態にかかる測定装置の動作を模式的に示した平面図である
。
【図８】検出器の軌跡の変形例を模式的に示した平面図である。
【図９】カム部材の変形例を模式的に示した平面図である。
【図１０】本発明の第二の実施形態にかかる測定装置の構成を模式的に示した外観斜視図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に、本発明の各種実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の第一の実施形態にかかる測定装置１ａの要部の構成を、模式的に示し
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た分解斜視図である。図１に示すように、本発明の第一の実施形態にかかる測定装置１ａ
は、回転動力源１１と、検出器１２（熱センサなど）と、検出器１２の支持部材１３と、
ケーシング１４と、蓋体１５と、駆動部材としてのカム部材１６ａと、回転防止手段とし
ての締め付けコイルバネ１７と、ワッシャ１８と、付勢手段としてのコイルバネ１９と、
回転規制部材２０と、支承部支持部材２１とを備える。
【００２１】
　回転動力源１１には、従来公知の各種モータが適用できる。たとえば、従来公知の各種
ステッピングモータが適用できる。
【００２２】
　検出器１２（熱センサなど）には、従来公知の各種熱センサが適用できる。たとえば、
従来公知の焦電型熱検出素子が適用できる。なお、本発明の第一の実施形態にかかる測定
装置は、一個（単数）の検出器を備える構成を有する。
【００２３】
　検出器１２の支持部材１３は、検出器１２（熱センサなど）を支持する部材である。検
出器１２の支持部材１３は、検出器１２が配設されて固定される筐体１３１と、この筐体
１３１から突出する軸状の傾倒当接部１３３と、同じくこの筐体１３１から突出する軸状
の回動当接部１３５とを有する。検出器１２の支持部材１３の筐体１３１は、略円筒形状
に形成されるとともに、この検出器１２の支持部材１３の筐体１３１の一端側は、略半球
形状に形成される。すなわち、検出器１２の支持部材１３の筐体１３１は、円筒と半球が
接合された構成を有する。そして、この略半球形状に形成される部分に、検出器１２（熱
センサなど）が配設されて固定される。また、この筐体１３１の一端（すなわち、略半球
形状に形成される部分の頂点）には、小径の略半球形状の支承部１３２が形成される。
【００２４】
　検出器１２の支持部材１３の筐体１３１の他端（円筒形状に形成される側の端部）には
、軸状に突出する傾倒当接部１３３と、同じく軸状に突出する回動当接部１３５とが形成
される。傾倒当接部１３３は、検出器１２の支持部材１３の筐体１３１の中心線（軸線）
と略一致する中心線（軸線）を有するものであり、断面略円形に形成される。なお、支承
部１３２は、筐体１３１の中心線（軸線）上に形成されている。傾倒当接部１３３の先端
は、後述する傾倒カム（溝カム）１６１に係合可能に形成される。たとえば図１に示すよ
うに、傾倒当接部１３３の先端には、略球形状の係合部１３４が形成される。
【００２５】
　回動当接部１３５は、その中心線（軸線）が検出器１２の支持部材１３の筐体１３１の
中心線（軸線）と略平行であり、検出器１２の支持部材１３の筐体１３１の中心線（軸線
）から離れた位置に中心線（軸線）を有する。すなわち、回動当接部１３５は、傾倒当接
部１３３から離れた位置に、傾倒当接部１３３に略平行に形成される。回動当接部１３５
の断面形状は、特に限定されるものではないが、たとえば図１に示すように、断面略円形
に形成される。また、回動当接部１３５の先端は、後述する回動カム（第一の回動カム１
６５および第二の回動カム１６６）に係合（当接）可能に形成される。たとえば、図１に
示すように、回動当接部の先端には、略球形状の係合部１３６が形成される。
【００２６】
　この検出器１２の支持部材１３は、後述するケーシング１４の内部に配設することがで
きる。そして、ケーシング１４の内部に配設された状態で、中心線（軸線）を中心に回転
することができる。
【００２７】
　駆動部材としてのカム部材１６ａは、回転動力源１１からの回転動力によって回転し、
検出器１２の支持部材１３を回転および傾倒（揺動）させる部材である。このカム部材１
６ａは、略円盤形状の部材である。図２は、カム部材１６ａの構成を模式的に示した図で
あり、図２（ａ）は平面図、図２（ｂ）は外観斜視図である。このカム部材１６ａの片側
表面には（すなわち、同一平面上には）、傾倒部としての傾倒カム（すなわち溝カム）１
６１と、回動部としての回動カム（第一の回動カム１６５および第二の回動カム１６６）
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とが形成される。
【００２８】
　図２（ａ）に示すように、傾倒カム（溝カム）１６１は、第一の曲率を有する部分１６
２と、第二の曲率を有する部分１６３と、変位部分１６４とを有する。第一の曲率を有す
る部分１６２と、第二の曲率を有する部分１６３とは、それぞれ略円弧形状に延伸する溝
が形成される部分である。これらの第一の曲率を有する部分１６２と第二の曲率を有する
部分１６３の曲率の中心は同じ位置にあり、かつ、これらの曲率の中心は、カム部材１６
ａの回転中心（回転動力源１１による回転の中心）に一致する。
【００２９】
　第一の曲率を有する部分１６２と第二の曲率を有する部分１６３とは、このカム部材の
回転中心（回転動力源１１による回転の中心）からの距離が相違する。すなわち、曲率の
中心は同じであるが、第一の曲率を有する部分１６２の曲率半径と、第二の曲率を有する
部分の曲率半径１６３とは、互いに相違する（換言すると、第一の曲率を有する部分１６
２と第二の曲率を有する部分１６３は、同心円状に形成される）。本発明の第一実施形態
においては、第一の曲率を有する部分１６２は、第二の曲率を有する部分１６３より、こ
のカム部材１６ａの回転中心からの距離が大きい構成を有する。すなわち、第一の曲率を
有する部分１６２の曲率半径が、第二の曲率を有する部分１６３の曲率半径より大きい構
成を有する。
【００３０】
　変位部分１６４は、第一の曲率を有する部分１６２と、第二の曲率を有する部分１６３
とを接続する部分である。この変位部分１６４の形状は特に限定されるものではない。た
とえば図２（ａ）、（ｂ）に示すように直線であっても良く、また所定の形状の曲線であ
っても良い。要は、第一の曲率を有する部分１６２と第二の曲率を有する部分１６３とを
接続するものであればよい。
【００３１】
　回動カム（第一の回動カム１６５および第二の回動カム１６６）は、板状の部分である
。具体的には、図２（ａ）、（ｂ）に示すように、回動カム（第一の回動カム１６５およ
び第二の回動カム１６６）は、傾倒カム（溝カム）１６１の外側に形成される。すなわち
、傾倒カム（溝カム）が略Ｃ字状に形成される構成において、回動カム（第一の回動カム
１６５および第二の回動カム１６６）は、傾倒カム（溝カム）１６１に囲まれる領域の外
側に形成される。また、図２（ａ）（ｂ）に示すように、カム部材１６ａの半径方向に延
伸する構成を有する。
【００３２】
　図３は、ケーシング１４の構成を模式的に示した外観斜視図である。このケーシング１
４は、内部に検出器１２の支持部材１３を収納することができる。ケーシング１４は、内
部が略中空の略円筒形状に形成される部材であり、その内部に、検出器１２の支持部材１
３を遊挿することができる。
【００３３】
　ケーシング１４の内部には、ガイド部１４１が形成される。ガイド部１４１は、ケーシ
ング１４の筐体の内周面から略中心に向かって突出する平板状の部分である。このガイド
部１４１の面方向は、ケーシング１４を円筒に見たてた場合における円筒の中心線（軸線
）に対して直角な方向に平行な方向である。このガイド部１４１は、ケーシング１４の筐
体の半径方向に沿って、細長いスリット１４２が形成される。本発明の第一の実施形態に
おいては、このスリット１４２が略Ｕ字形状の切り欠き状に形成される構成を有するが、
本発明はこのような構成に限定されるものではなく、たとえば、ケーシング１４の筐体の
半径方向に沿って長い長孔であっても良い。
【００３４】
　図１に戻って説明する。蓋体１５は、ケーシング１４の一端の蓋となる部材である。こ
の蓋体１５は、略円形の底の浅いトレイ状の形状を有する。そして、トレイの底面に相当
する面には、回転動力源１１の回転出力軸１１１を遊挿可能な貫通孔１５１が形成される
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。
【００３５】
　回転規制部材２０は、検出器１２を支持する支持部材１３が、意図しない回転をしない
ように、支持部材１３の回転を規制するフリクション機構である。ここでいう意図しない
回転とは、回転動力源１１から伝達される回転動力以外による回転をいうものとする。た
とえば、回転動力源１１以外の外力による回転や、検出器１２の支持部材１３の慣性によ
る回転などが挙げられる。
【００３６】
　このフリクション機構としての回転規制部材２０は、中空の略円筒形状に形成される円
筒部材とコイルバネ１７とからなり、検出器１２の支持部材１３の傾倒当接部１３３に係
合させるようになっている。詳しくは、この回転規制部材２０の円筒部材に形成される貫
通孔に、検出器１２の支持部材１３の傾倒当接部１３３を挿入させ、周方向に二箇所の切
り欠き２０３が形成された締め付け部２０１にコイルバネ１７を係合させるようになって
いる。したがって、締め付け部２０１はコイルバネ１７によって撓まされるので、回転規
制部材２０と検出器１２の支持部材１３（の傾倒当接部１３３）とが相対的に回転させる
と両者の間に所定のフリクションを付与させることができる。円筒部材には、締め付け部
２０１（具体的には、回転防止手段としての締め付けコイルバネ１７が装着される部分）
のほかに、ケーシング１４のガイド部１４１に形成されるスリット１４２に係合（挿通）
する係合部２０２と鍔部２０４を有している。なお、係合部２０２がスリット１４２に係
合することにより、回転規制部材２１の回転が阻止されるようになっている。
【００３７】
　フリクション機構について詳述する。回転規制部材２０の円筒部材に形成された締め付
け部材２０１は、上述の通り、その軸線方向に切り欠き２０３が形成されており、その半
径方向にサイズが縮小可能に構成される。このような構成であれば、この締め付け部２０
１の外周に、回転防止手段としての締め付けコイルバネ１７が装着されると、切り欠き２
０３によって締め付け部２０１の半径方向寸法が縮小し、回転規制部材２０に挿入される
検出器１２の支持部材１３の傾倒当接部１３３を締め付けることができる。また、フリク
ション機構として、図４に示すように、円筒部材の係合部２０２が係合することにより回
転規制部材２０の回転が阻止されるスリットが形成されたガイド部１４がケーシング１４
の内壁部に形成されている。フリクション機構によって、検出器１２の支持部材１３が回
転規制部材２０に対して相対的回転可能となり、さらに、締め付け部２０１による締め付
け力が、支持部材１３の回転の負荷となる。したがって、支持部材１３の意図しない回転
（回転規制部材２０に対する回転）を、防止することができる。
【００３８】
　回転規制部材２０の係合部２０２は、その外周の形状が断面略小判型に形成される。す
なわち、回転規制部材２０の係合部２０２の外周には、互いに平行な二本の直線の辺が形
成される。そして、これらの互いに平行な二本の直線の辺が、ケーシング１４のガイド部
１４１に形成されるスリット１４２に係合できる。
【００３９】
　図４は、傾倒当接部１３３に回転規制部材２０が係合されている状態を示した斜視図で
ある。図４に示すように、傾倒当接部１３３の係合部１３４近傍は、回転規制部材２０の
係合部２０２（略小判型に形成される部分）を介して、ケーシング１４の内部に形成され
るガイド部１４１のスリット１４２（略Ｕ字形状の切り欠き）に係合する。このため、傾
倒当接部１３３は、ガイド部１４１のスリット１４２の形成方向（径方向）には往復動（
揺動）できるが、それ以外の方向には変位できなくなる。また、傾倒当接部１３３の先端
に形成される係合部１３４は、傾倒カム（溝カム）１６１に係合する。したがって、支承
部支持部材２１の支持部としての係合凹部２１１に対する傾倒角度が規制される。このよ
うに、検出器１２の支持部材１３の傾倒当接部１３３は、ケーシング１４の内部に形成さ
れるガイド部１４１のスリット１４２およびカム部材１６ａの傾倒カム１６１によって姿
勢が規制されることになる。したがって、傾倒当接部１３３の往復動（ケーシング１４の
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内部に形成されるガイド部１４１のスリット１４２に沿った変位）は、傾倒カム（溝カム
）１６１により制御されることになる。
【００４０】
　支承部支持部材２１は、検出器１２の支持部材１３の支承部１３２（小径の略半球状に
形成される部分）を揺動可能かつ回転可能に支持する部材である。この支承部支持部材２
１には、検出器１２の支持部材１３の支承部１３２と係合可能な支持部としての係合凹部
２１１が形成される。そして、検出器１２の支持部材１３の支承部１３２と支承部支持部
材２１の係合凹部２１１とが係合した状態で、支承部支持部材２１がケーシング１４に装
着され固定され、ケース体を構成する。このように、検出器１２の支持部材１３の支承部
１３２と支承部支持部材２１の係合凹部２１１とが係合することにより、検出器１２の支
持部材１３は、支承部支持部材２１に対して（すなわちケーシング１４に対して）、支承
部１３２と係合凹部２１１の係合箇所を中心として、揺動可能および回転可能となる。
【００４１】
　このような部材を備える測定装置１ａ（本発明の第一の実施形態にかかる測定装置１ａ
）の組み付け構造は、次のとおりである。
【００４２】
　回転動力源としてのモータ１１が、ケーシング１４の蓋体１５の外側に装着される。こ
の際に、モータ１１の回転出力軸１１１が、この蓋体１５に形成される貫通孔１５１に遊
挿され、蓋体１５の内部に突出する。そして、蓋体１５の内部に突出する回転出力軸１１
１の先端に、カム部材１６ａが装着され固定される。これにより、カム部材１６ａは、回
転動力源としてのモータ１１の回転動力により回転することができる。そして、モータ１
１が装着された蓋体１５が、ケーシング１４の一端に装着されて固定される。
【００４３】
　検出器１２の支持部材１３の傾倒当接部１３３の外周に、回転規制部材２０が装着され
る（換言すると、検出器１２の支持部材１３の傾倒当接部１３３が、回転規制部材２０の
貫通孔に挿通される）。そして回転規制部材２０の締め付け部２０１の外周に、締め付け
コイルバネ１７が装着される。さらに、係合部２０２の外周には、付勢部材としてのコイ
ルバネ１９およびワッシャ１８が配設される。なお、図４に示すようにワッシャ１８は、
ガイド部１４１に当接しており、コイルバネ１９は、ワッシャ１８と鍔部２０４との間に
配設される。
【００４４】
　そして、検出器１２の支持部材１３が、ケーシング１４の他端（蓋体１５が装着される
側とは反対側の端部）から、ケーシング１４の内部に挿入される。この際、傾倒当接部１
３３の先端が、ケーシング１４の内部に形成されるガイド部１４１のスリット１４２（略
Ｕ字形状の切り欠きの内側）を通り、傾倒当接部１３３の先端の係合部１３４が、カム部
材１６ａの傾倒カム（溝カム）１６１に係合するようにする。このとき係合部２０２がス
リット１４２に係合される（図４参照）。
【００４５】
　第一の回動カム１６５および第二の回動カム１６６は、カム部材１６ａが回転すること
により、検出器１２の支持部材１３の回動当接部１３５の先端の係合部１３６に当接可能
となる。そして、第一の回動カム１６５および第二の回動カム１６６が回転することによ
って、検出器１２の支持部材１３の回動当接部１３５の先端の係合部１３６を押圧し、検
出器１２の支持部材１３を回転させる。
【００４６】
　このため、回転規制部材２０の締め付け部２０２は、検出器１２の支持部材１３が回転
規制部材２０に対して回転する際に（すなわち、ケーシング１４に対して回転する際に）
、検出器１２の支持部材１３の傾倒当接部１３３に摩擦力を与えることになり、検出器１
２の支持部材１３の回転の負荷となる。このように、検出器１２の支持部材１３の（ケー
シング１４に対する）回転は、この摩擦力によって規制されることになる。なお、この摩
擦力は、検出器１２の支持部材１３が回転動力源１１からの回転動力以外の外力や慣性な
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どによって回転せず、回転動力源１１から回転動力が伝達された場合には回転できる程度
の強さ力（負荷）である。すなわち、締め付けコイルバネ１７による傾倒当接部１３３の
締め付けは、検出器１２の支持部材１３の意図しない回転（回転動力源１１以外からの外
力や慣性による回転など）を防止するためのものであり、回転そのものができなくなるよ
うにするものではない。
【００４７】
　図１に戻って説明する。ケーシング１４の内部に検出器１２の支持部材１３が配設され
た状態で、ケーシング１４の他端（蓋体１５が装着される側とは反対側の端部）に、支承
部支持部材２１が装着される。この際に、支承部支持部材２１に形成される係合凹部２１
１に、検出器１２の支持部材１３の支承部１３２が係合するようにする。これにより、検
出器１２の支持部材１３は、その支承部１３２が支承部支持部材２１により支持される。
前記のように、支承部支持部材２１の係合凹部は、検出器１２の支持部材１３の支承部１
３２を、回転可能かつ揺動可能に支持する。
【００４８】
　次に、本発明の第一の実施形態にかかる測定装置１ａの動作について説明する。本発明
の第一の実施形態にかかる測定装置１ａは、検出器１２の支持部材１３が、その支承部１
３２を中心として、ケーシング１４の内部に形成されるガイド部１４１のスリット１４２
の形成方向（径方向）に往復するように揺動できる。また、検出器１２の支持部材１３は
、傾倒当接部１３３の中心軸を回転中心として回転運動を行うことができる。このように
、検出器１２の支持部材１３は、その軸線方向に対して略直角の方向に揺動する動作と、
軸線中心に回転する動作とが組み合わされた動作を行うことができる。このような動作は
、カム部材１６ａによって制御される。
【００４９】
　図５から図７は、本発明の第一の実施形態にかかる測定装置１ａの動作を模式的に示し
た平面図であり、カム部材１６ａに形成される傾倒カム（溝カム）１６１および第一の回
動カム１６５および第二の回動カム１６６と、ケーシング１４の内部に形成されるガイド
部１４１と、検出器１２の支持部材１３に形成される傾倒当接部１３３および回動当接部
１３５との位置関係を模式的に示した平面図である。
【００５０】
　まず図５（ａ）に示すように、回転動力源１１から伝達される回転動力によって、カム
部材１６ａが矢印ａ向きに回転する。図５（ａ）に示す状態においては、傾倒当接部１３
３の先端の係合部１３４（図１参照）は、傾倒カム（溝カム）１６１の第一の曲率を有す
る部分１６２に係合している。この状態においては、カム部材１６ａの回転中心と傾倒カ
ム（溝カム）１６１の第一の曲率を有する部分１６２の曲率の中心は一致しているから、
カム部材１６ａが矢印ａの向きに回転したとしても、カム部材１６ａの回転中心から傾倒
カム（溝カム）１６１の傾倒当接部１３３の係合部１３４と係合している位置までの距離
は不変である。したがって、傾倒当接部１３３の先端の係合部１３４は変位せず、検出器
１２の支持部材１３は揺動しない。また、回動当接部１３５と第一の回動カム１６５、第
二の回動カム１６６は当接していないから、検出器１２の支持部材１３には、回転させる
ような力も加わらない。
【００５１】
　図５（ｂ）に示すように、カム部材１６ａが回転すると、傾倒カム（溝カム）１６１と
傾倒当接部１３３の先端の係合部１３４との位置関係が変化し、傾倒当接部１３３の先端
の係合部１３４は、傾倒カム（溝カム）１６１の変位部分１６４に到達する。傾倒カム（
溝カム）１６１の変位部分１６４は、第一の曲率を有する部分１６２と第二の曲率を有す
る部分１６３とを接続する部分であり、カム部材１６ａの回転中心から溝カム１６１と傾
倒当接部１３３の先端の係合部１３４が係合する位置までの距離は、変位部分１６４にお
ける位置に応じて変化する（すなわち、カム部材１６ａの回転角度に応じて変化する）。
【００５２】
　このため、傾倒当接部１３３の先端の係合部１３４が傾倒カム（溝カム）１６１の変位



(10) JP 5564196 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

部分１６４に係合している状態で、カム部材１６ａが矢印ａの向きに回転すると、図５（
ｃ）、図５（ｄ）に示すように、傾倒当接部１３３の先端の係合部１３４が、傾倒カム（
溝カム）１６１の位置に応じて（カム部材１６ａの回転角度に応じて）、矢印ｃの向きに
変位する。したがって、全体として検出器１２の支持部材１３は、矢印ｃの向きに（すな
わち回転出力軸に直交する向きであってケーシング１４の径方向に）揺動する。
【００５３】
　図５（ｄ）に示すように、カム部材１６ａが矢印ａの向きに回転すると、傾倒当接部１
３３の先端の係合部１３４が、傾倒カム（溝カム）１６１の変位部分１６４と第二の曲率
を有する部分１６３の境界に到達する。そうすると、カム部材１６ａに形成される第一の
回動カム１６５が、検出器１２の支持部材１３の回動当接部１３５の先端の係合部１３６
に当接し、回動当接部１３５を押圧する。
【００５４】
　カム部材１６ａに形成される第一の回動カム１６５が、検出器１２の支持部材１３の回
動当接部１３５の先端の係合部１３６に当接し押圧を開始すると、図６（ａ）に示すよう
に、検出器１２の支持部材１３は、傾倒当接部１３３の中心線（軸線）を中心として回転
を開始する。回動当接部１３５の先端の係合部１３６が第一の回動カム１６５に押圧され
ている間は、傾倒当接部１３３の先端の係合部１３４は、傾倒カム（溝カム）１６１の第
二の曲率を有する部分１６３に係合している状態にある。傾倒カム（溝カム）１６１の第
二の曲率を有する部分１６３の曲率の中心と、カム部材１６ａの回転中心とは一致してい
るから、カム部材１６ａが回転しても、傾倒当接部１３３の先端の係合部１３４は変位し
ない。したがって、この状態においては、検出器１２の支持部材１３は、傾倒当接部１３
３の中心線（軸線）を中心とする回転運動のみを行うことになり、揺動はしない。そして
、図６（ｂ）に示すように、回動当接部１３５の先端の係合部１３６が傾倒カム（溝カム
）１６１の端部に到達するまで、カム部材１６ａを矢印ａの向きに回転させ、第一の回動
カム１６５によって回動当接部１３５の先端の係合部１３６を押圧し、検出器１２の支持
部材１３を回転させる。
【００５５】
　図６（ｂ）に示すように回動当接部１３５の先端の係合部１３６が傾倒カム（溝カム）
１６１の端部に達した場合には、回転動力源１１は逆回転を開始する。そうすると、図６
（ｃ）に示すように、カム部材１６ａは矢印ｂの向きに回転を開始する。そして、図６（
ｃ）に示すように、傾倒当接部１３３の先端の係合部１３４が、傾倒カム（溝カム）１６
１の第二の曲率を有する部分１６３に係合した状態のまま、第一の回動カム１６５が回動
当接部１３５の先端の係合部１３６から離れ遠ざかる。ここで、回動当接部１３５の先端
の係合部１３６は、第一の回動カム１６５および第二の回動カム１６６のいずれにも当接
しないから、検出器１２の支持部材１３は回転しない。また、傾倒当接部１３３の先端の
係合部１３４は、傾倒カム（溝カム）１６１の第二の曲率を有する部分１６３に係合した
状態にあるから、カム部材１６ａが回転しても、検出器１２の支持部材１３は揺動しない
。
【００５６】
　図６（ｄ）に示すように、カム部材１６ａが矢印ｂの向きに回転し、傾倒当接部１３３
の先端の係合部１３４が、傾倒カム（溝カム）１６１の第二の曲率を有する部分１６３か
ら変位部分１６４に移動すると、傾倒当接部１３３の先端の係合部１３４は、カム部材１
６ａの回転角度に応じて、矢印ｄの向きに変位を開始する。したがって、全体として検出
器１２の支持部材１３は、矢印ｄの向きに（すなわち回転出力軸に直交する向きであって
ケーシング１４の径方向に）揺動を開始する。
【００５７】
　図７（ａ）に示すように、カム部材１６ａの矢印ｂの向きへの回転が進行して、傾倒当
接部１３３の先端の係合部１３４が、傾倒カム（溝カム）１６１の変位部分１６４から第
一の曲率を有する部分１６２に到達すると、傾倒当接部１３３の先端の係合部１３４の変
位（矢印ｄの向きへの変位、すなわち検出器１２の支持部材１３の矢印ｄの向きへの揺動
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）は終了する。そして図７（ａ）に示すように、第二の回動カム１６６が回動当接部１３
５の先端の係合部１３６に当接して押圧を開始する。したがって、検出器１２の支持部材
１３は、矢印ｂの向きへの回転を開始する。図７（ａ）に示すように、傾倒当接部１３３
の先端の係合部１３４は、傾倒カム（溝カム）１６１の第一の曲率を有する部分１６２に
係合しているから、カム部材１６ａが回転しても、傾倒当接部１３３の先端の係合部１３
４は変位しない。したがって、検出器１２の支持部材１３は、矢印ｂの向きの回転運動の
みを行うことになる。
【００５８】
　そして、図７（ｂ）に示すように、回動当接部１３５の先端の係合部１３６が所定の位
置に到達するまでの間、第二の回動カム１６６が回動当接部１３５の先端の係合部１３６
を押圧して変位させ、検出器１２の支持部材１３を矢印ｂの向きに回転させる。その後、
図５（ａ）に示す状態および動作に戻り、以降、このような動作を繰り返す。
【００５９】
　このような構成によれば、検出器１２の支持部材１３は、（１）回転出力軸を中心とす
る矢印ａの向きへの回転、（２）回転出力軸と直交する向きへの揺動、（３）回転出力軸
を中心とする矢印ｂの向きへの回転、（４）回転出力軸と直交する向きへの揺動、という
動作を繰り返すことができ、検出器１２は、略方形の軌跡を描いて測定を行うことができ
る。このように、検出器１２の支持部材１３を、回転させるのみならず、回転出力軸と直
角の方向へ揺動させることができる。したがって、検出器１２の支持部材１３を回転させ
るのみの構成に比較して、検出器１２による測定範囲を広くすることができる。
【００６０】
　なお、本発明の第一の実施形態においては、検出器が略方形の軌跡を描く構成を示した
が、検出器の軌跡は略方形に限定されるものではない。図８は、検出器の軌跡の変形例を
模式的に示した平面図である。検出器の軌跡は、図８（ａ）に示すようにくびれた長円形
（瓢箪型）であってもよく、図８（ｂ）に示すように、楕円であっても良い。また、図８
（ｃ）に示すように、検出器が蛇行するような軌跡を描いても良い（換言するとつづら折
り状の軌跡であっても良い）。検出器の軌跡は、傾倒カム（溝カム）の形状を変更するこ
とにより、種々に変更することができる。
【００６１】
　本発明の第一の実施形態においては、回転防止手段としての締め付けコイルバネ１７と
、付勢手段としてのコイルバネ１９とが、それぞれ別部材からなる構成を示したが、付勢
手段としてのコイルバネ１９により支持部材１３の回転を規制することが可能であれば、
コイルバネ１９のみで、回転防止手段および付勢手段を兼用する構成であっても良い。す
なわち、単一の圧縮コイルバネが、ケーシング１４の形成されるガイド部１４１（実際に
はガイド部１４１に当接したワッシャ１８）と支持部材１３の間に架設させる構成のみで
あっても良い。ただし、第一実施形態のように、回転防止手段と付勢手段とをそれぞれ別
のコイルバネからなる構成によれば、付勢力と締め付け力のそれぞれを、最適な値に設定
しやすくなる。一方、回転防止手段と付勢手段とを単一のコイルバネ（コイルバネ１９）
に兼用させる構成によれば、部品点数の削減を図ることができる。
【００６２】
　また、前記第一の実施形態においては、回動カム（第一の回動カム１６５および第二の
回動カム１６６）は、傾倒カム（溝カム）１６１に囲まれる領域の外側に形成される構成
を示したが、内側に形成される構成であっても良い。図９は、カム部材の変形例を模式的
に示した平面図である。図９に示すようにこのカム部材１６ｂは、傾倒カム１６１（第一
の曲率を有する部分１６２、第二の曲率を有する部分１６３、変位部分１６４を備える。
これらの構成は、前記実施形態にかかるカム部材１６ａと同じ構成である。）が形成され
ている。また、回動カム１６１が形成する円弧の内側に、第一の回動カム１６５および第
二の回動カム１６６が形成される。このような構成であっても、前記実施形態と同様の作
用効果を奏することができる。
【００６３】
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　また、検出器を支持する支持部材を、傾倒カムによって回転出力軸に直交する方向へ傾
倒させることができる。したがって、検出器を支持する支持部材を回転させるだけの構成
に比較して、測定範囲を広くすることができる（回転方向に直交する方向にも測定範囲を
拡げることができる）。また、単一の検出器を用いる構成であっても、回転方向に直交す
る方向に測定範囲を拡げることができるから、複数の検出器を備える構成としなくとも、
測定範囲を拡げることができる。
【００６４】
　次に、本発明の第二の実施形態について説明する。第二の実施形態は、傾倒部としての
傾倒カムが面カムにより形成される構成を有する。図１０は、本発明の第二の実施形態に
かかる測定装置の構成を模式的に示した外観斜視図である。図１０に示すように、本発明
の第二実施形態にかかる測定装置５は、回転動力源５１と、検出器５２と、検出器５２を
支持する支持部材５３と、駆動部材としてのカム部材５４および回転出力軸５１１と、押
圧部材５５と、付勢手段としてのコイルバネ５６とを備える。回転動力源５１および検出
器５２は、第一の実施形態にかかる回転動力源１１と検出器１２と同じものが適用できる
。なお、回転動力源５１の回転出力軸５１１は、断面が略方形に形成され、回動部として
の二辺５１１１，５１１２を有する。
【００６５】
　支持部材５３は、基端部側（回転動力源１１の側）が、略円柱状の形状を有し、先端部
側は先細り形状（たとえば円錐形状や半球形状）に形成される。そして、本実施形態の場
合、略円柱状の形状に形成される基端部側と先細り形状に形成される先端部側との境界に
検出器５２を搭載することができる検出器搭載部５３１が形成される。支持部材５３の基
端部には、傾倒当接部５３２が形成される。この傾倒当接部５３２は、カム部材５４側に
向かって突出する略棒状の部位である。また、検出器５２の支持部材５３の内部には、半
径方向に延伸する長孔状のスリット５３１が形成される（Ａ－Ａ線断面図参照）。
【００６６】
　駆動部材としてのカム部材５４は略円柱状または円盤状の部材であり、その端面が傾倒
部としてのカム面５４１となっている。このカム面５４１は図１０に示すように段差が設
けられており、回転出力軸５１１の方向に高さが高くなっている部分と高さが低くなって
いる部分とを有している。また、このカム部材５４には、押圧部材５５を摺動可能に支持
する係合腕５４２が形成されており、その先端に押圧部材５５を係合可能に開口した略円
筒状に形成された部分を有している。そしてこの円筒状に形成された部分には、コイルバ
ネ５６が収納可能されており、コイルバネ５６の一端が係合腕５４２の底部に固定され、
コイルバネ５６の他端が押圧部材５５に係止されて、押圧部材５５を支持部材５３の方向
に付勢するようになっている。
【００６７】
　このような部材を有する測定装置５の組み付け構造は、次のとおりである。回転動力源
５１の回転出力軸５１１が突出する側にカム部材５４が固定される。回転動力源５１の回
転出力軸５１１は、カム部材５４の中心に形成される開口部を貫通して突出する。そして
、突出する回転出力軸５１１が検出器５２の支持部材５３に形成されたスリット５３１に
挿入される。また、押圧部材５５が、検出器５２の支持部材５３およびカム部材５４の係
合腕５４２に取り付けられる。具体的には、押圧部材５５の一端に形成される支持部とし
ての係合部５５１と検出器５２の支持部材５３の支承部としての頂部５３３とを係合させ
るとともに、押圧部材５５の他端をカム部材５４の係合腕５４２に挿入する。なお、押圧
部材５５の他端をカム部材５４の係合腕５４２に挿入する前に、カム部材５４の係合腕５
４２と押圧部材５５の他端との間に、付勢部材としてのコイルバネ５６を架設しておく。
【００６８】
　この付勢手段としてのコイルバネ５６は、押圧部材５５を矢印Ｂの向きに付勢する。し
たがって、検出器５２の支持部材５３は、押圧部材５５によってカム部材５４の側に付勢
される。そして傾倒当接部５３２の先端が、面カムとしてカム部材５４に形成されたカム
面５４１に当接する。
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【００６９】
　このような構成を有する測定装置５の動作は次のとおりである。回転動力源５１の回転
出力軸５１１が回転すると、検出器５２の支持部材５３が、回転出力軸５１１と一体に回
転する。すなわち、支持部材５３に形成されたスリット５３１の長尺方向の二辺５３１１
，５３１２に、回転出力軸５１１の断面が略方形に形成された回動部としての二辺５１１
１，５１１２がそれぞれ当接して、回転出力軸５１１が回転すると、回転出力軸５１１と
ともに支持部材５３が一体に回転する。
【００７０】
　そして、傾倒当接部５３２の先端が、カム部材５４のカム面５４１の高さが高い位置に
達すると、傾倒当接部５３２がカム面５４１により押圧される。この結果、検出器５２の
支持部材５３は、押圧部材５５の支持部５５１に当接する部分（すなわち頂点）を支点と
して傾く。すなわち、図１０に示すように、支持部材５３に形成されたスリット５３１の
長尺方向の二辺５３１１，５３１２に、回転出力軸５１１の断面が略方形に形成された二
辺５１１１，５１１２がそれぞれ当接する。このため、支持部材５３は、支持部材５３の
スリット５３１の形成方向（径方向）には往復動（揺動）できるが、周方向には変位でき
なくなる。
【００７１】
　回転出力軸５１１がさらに回転して、傾倒当接部５３２の先端が、カム部材５４の高さ
が高い位置から離れると、付勢部材としてのコイルバネ５６の付勢力により、検出器５２
の支持部材５３は元の姿勢に戻る。このように、面カムを用いる構成であっても、検出器
５２の支持部材５３を回転出力軸５１１に直交する方向へ傾倒させることができる。
【００７２】
（実施の形態の主な効果）
　検出器１２を支持する支持部材１３が、傾倒カム１６１によって回転出力軸に直交する
方向へ傾倒することができる。したがって、検出器１２を支持する支持部材１３を回転さ
せるだけの構成に比較して、測定範囲を広くすることができる。また、回転方向に直交す
る方向に測定範囲を拡げることができるから、複数の検出器を備える構成としなくとも、
測定範囲を拡げることができる。また、傾倒カム１６１の形状を変えることで、検出器１
２の軌跡を様々に変えることができ、測定範囲を拡げることができる。
【００７３】
　傾倒部として傾倒カム１６１を採用し、支持部材１３の傾倒当接部１３３により支持部
材１３を傾倒させることで、支持部材１３を簡略な構成により傾倒させることができる。
また、回動部として回動カム１６５，１６６を採用し、支持部材１３の回動当接部１３５
により支持部材１３を回動させることで、支持部材１３を簡略な構成により回動させるこ
とができる。
【００７４】
　検出器１２の支持部材１３は、回動および傾倒が可能な支承部１３２を有する。また、
ケーシング１４のガイド部１４１によって、支承部１３２と傾倒当接部１３３が傾倒カム
１６１に係合する係合部とを通る直線が、径方向にのみ移動可能に構成される。そしてガ
イド部１４１によって、支持部材１３の傾倒当接部１３３が傾倒カム１６１の回動に伴っ
て径方向に移動し、支持部材１３が傾倒する。このような構成によれば、傾倒カム１６１
の回転によって支持部材１３が回転することを防止できる。
【００７５】
　傾倒カム１６１として溝カムが適用され、溝カムによって傾倒当接部１３３の径方向の
位置が規制される。このように、溝カムによって傾倒当接部１３３の位置が規制される構
成であれば、傾倒当接部１３３は溝カムの形状に追従できるから、傾倒当接部１３３をカ
ムに追従させるための付勢部材などが必要にならない。
【００７６】
　回動カム（第一の回動カム１６５および第二の回動カム１６６）と傾倒カム１６１とが
同一平面に形成されている構成であれば、測定装置の軸線方向長さの短縮を図ることがで



(14) JP 5564196 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

きる。
【００７７】
　支持部材１３の回動中心の内側に傾倒カム１６１が配設されるとともに、外側に回動カ
ム（第一の回動カム１６５および第二の回動カム１６６）が配設される構成によれば、回
動カム（第一の回動カム１６５および第二の回動カム１６６）の可動距離を長くすること
ができ、支持部材の回転誤差に対する許容量を大きくすることができる。
【００７８】
　支持部材１３を支承部１３２に付勢する付勢手段としてのコイルバネ１９を有している
構成によれば、支持部材１３の軸線方向のがたつきを防止することができるので、支持部
材１３の傾倒角度の安定化を図ることができる。すなわち、傾倒カム１６１として溝カム
が適用される構成においては、傾倒カム１６１と支持部材１３に形成される傾倒当接部と
の軸方向クリアランスが、径方向の位置に応じて変化する。具体的には、径方向の内側よ
り外側の方がクリアランスが大きくなる。クリアランスが大きくなると、支持部材１３の
傾倒角度が変化するおそれがある。本実施形態によれば、このような傾倒角度の変化を防
止して傾倒角度を安定させることができる。
【００７９】
　支持部材１３の回動を防止する回転防止手段としての締め付けコイルバネ１７を有して
いる構成によれば、支持部材１３の回転方向のがたつきを防止して支持部材１３の回転位
置の安定化を図ることができる。すなわち、回動カム１６１を用いる構成によれば、測定
装置の姿勢変化、振動、衝撃等により回動カム１６１と回答当接部１３５との間にクリア
ランスが生じるおそれがある。その結果、支持部材１３の回転角度が変化するおそれがあ
る。本発明の実施形態によれば、このような回転角どの変化を防止して、回転角度を安定
させることができる。
【００８０】
　前記付勢手段と前記回転防止手段とを別部材に形成する構成によれば、付勢手段による
付勢力と回転防止手段による回転防止力を、それぞれ最適な値に設定しやすくなる。
【００８１】
　前記付勢手段と前記回転防止手段とを同一部材で形成する構成によれば、部品点数の削
減を図ることができる。
【００８２】
　本発明の第二実施形態によれば、検出器５２を支持する支持部材５３が、傾倒カムとし
てのカム部材５４のカム面５４１によって、回転出力軸５１１に直交する方向へ傾倒する
ことができる。したがって、検出器５２を支持する支持部材５３を回転させるだけの構成
に比較して、測定範囲を広くすることができる。また、回転方向に直交する方向に測定範
囲を拡げることができるから、複数の検出器を備える構成としなくとも、測定範囲を拡げ
ることができる。また、カム部材５４のカム面５４１の形状を変えることで、検出器５２
の軌跡を様々に変えることができ、測定範囲を拡げることができる。
【００８３】
　傾倒部としてカム部材５４のカム面５４１を採用し、支持部材５３の傾倒当接部１３３
により支持部材１３を傾倒させることで、支持部材５３を簡略な構成により傾倒させるこ
とができる。
【００８４】
　支持部材５３を支承部としての頂部５３３に付勢する付勢手段としてのコイルバネ５６
を有している構成によれば、支持部材５３の軸線方向のがたつきを防止することができる
ので、支持部材１３の傾倒角度の安定化を図ることができる。
【００８５】
　以上、本発明の各種実施形態について説明したが、本発明は、前記実施形態に限定され
るものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能であることはいうまでも
ない。
【符号の説明】



(15) JP 5564196 B2 2014.7.30

10

20

30

【００８６】
１ａ　測定装置
　１１　回転動力源
　　１１１　回転出力軸
　１２　検出器
　１３　支持部材
　　１３１　筐体
　　１３２　支承部
　　１３３　傾倒当接部
　　１３４　傾倒当接部の係合部
　　１３５　回動当接部
　　１３６　回動当接部の係合部
　１４　ケーシング
　　１４１　ガイド部
　　１４２　スリット
　１５　蓋体
　　１５１　貫通孔
　１６ａ　カム部材
　　１６１　傾倒カム（溝カム）
　　１６２　第一の曲率を有する部分
　　１６３　第二の曲率を有する部分
　　１６４　変位部分
　　１６５　第一の回動カム
　　１６６　第二の回動カム
　１７　締め付けコイルバネ
　１８　ワッシャ
　１９　コイルバネ
　２０　回転規制部材
　　２０１　締め付け部
　　２０２　係合部
　２１　支承部支持部材
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